
  

佐世保市優秀工事及び優秀工事現場技術者表彰事務取扱基準 

 

（目 的） 

第１条 この基準は、佐世保市及び佐世保市水道局が市内業者に発注した建設関係工事の優

秀工事及び優秀工事現場技術者を表彰することにより、適正な施工の確保と建設技術及び

現場技術者の資質の向上に資することを目的とする。 

（表彰の種類及び方法） 

第２条 表彰は、優秀工事表彰と優秀工事現場技術者表彰の２種について、市長表彰を実施

する。 

（表彰の対象工事） 

第３条 表彰の対象となる工事は、表彰を実施する年度の前年度（以下｢表彰対象年度｣とい

う。）に完成した工事（契約金額が３００万円以上のものに限る。）であって、佐世保市

工事成績評定実施要領（平成１８年３月１日施行）により工事成績を評定した工事とする。 

（優秀工事表彰基準） 

第４条 優秀工事表彰の対象となる工事は、市内に本店を有する者（代表構成員が市内に本

店を有する共同企業体を含む。）が受注し、施工した工事（以下「市内業者施工工事」と

いう。）で、工事成績が８１点以上、かつ、次の要件を満たす工事とする。 

（１） 市内業者施工工事の工事成績が上位から１０位以内であること。 

（２） 工事主管課長が推薦する工事であること。 

２ 前項の場合において、表彰対象年度において施工した工事のうち次に掲げる工事成績に

該当する工事があるときは、その者は表彰の対象としない。 

（１） 同一工種の他の工事で工事成績が７４点未満のもの 

（２） 他の工種の工事で工事成績が６５点未満のもの 

３ 同一業者の同工種表彰該当工事は一件として取り扱うが、共同企業体施工工事について

は、この限りではない。 

（優秀工事現場技術者表彰基準） 

第５条 優秀工事現場技術者表彰の対象者は、第３条及び前条第１項に規定する工事の主任

技術者又は監理技術者（以下「現場技術者」という。）とする。この場合において、前条

第１項第２号に規定する要件については、次条第１項の規定により工事主管課長が当該工

事を推薦し、又は推薦しようとする工事について、同条第２項の規定により推薦を取り消

され、又は推薦されないこととなった場合であっても、当該要件を満たすものとみなす。 

２ 前項の場合において、表彰対象年度において施工した全工種の工事のうち工事成績が７

４点未満の工事があるときは、その工事に係る現場技術者は表彰の対象としない。 

（工事主管課長の推薦） 

第６条 工事主管課長は、この基準に基づき表彰対象年度工事のうち表彰するに足ると認め

るものがある場合は、優秀工事表彰推薦書（様式１）又は優秀工事現場技術者表彰推薦書

（様式２）を、委員長が指定する日までに、財務部技術監理課長に提出するものとする。 

２ 優秀工事表彰にあっては、表彰対象年度の初日から表彰日の前日までに、その工事施工

業者（共同企業体にあってはその構成員）について、次の各号に該当する事実を確認した

場合は、推薦しないものとする。この場合において、既に推薦しているものについては、

その推薦を取り消すものとする。 

 （１）「佐世保市が発注する工事の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領」に



  

より市の指名停止をうけた場合。 

 （２）法令違反、監督検査職務に対する妨害、安全管理上の義務違反等表彰するにふさわ

しくない行為を行った場合。 

３ 優秀工事現場技術者表彰にあっては、表彰対象年度の初日から表彰日の前日までに、そ

の現場技術者について表彰するにふさわしくない事実を確認した場合は、推薦しないもの

とする。この場合において、既に推薦しているものについては、その推薦を取り消すもの

とする。 

（選定委員会） 

第７条 優秀工事又は優秀工事現場技術者の表彰について審議するため、本市に佐世保市優

秀工事等表彰選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものとする。 

 （１）財務部に係る事務を担当する副市長 （２）水道局長 （３）土木部長 （４）都市

整備部長 （５）農林水産部長 （６）港湾部長 （７）環境部長 （８）水道局事業部

長 （９）財務部長  

３ 委員会に、委員長１人、副委員長２人を置く。 

４ 前項の規定による委員長には財務部に係る事務を担当する副市長をもって充て、副委員

長は、委員のうちから委員長が指名する者とする。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第８条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し委員長が不在のときは、その職務を代理する。 

（会  議） 

第９条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要するものと認めるときは、持ち回り会議に付し、 

これを決することができる。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は、財務部技術監理課において行う。 

（その他） 

第11条 この基準に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この基準は、昭和５２年８月１日から実施し、昭和５１年度工事請負契約締結に係るもの

から適用する。 

附 則 （昭和５８年７月１０日一部改正） 

この基準は、昭和５８年８月１日から施行し、昭和５７年度工事請負契約締結に係るもの

から適用する。 

附 則 

 この基準は、昭和６１年６月１１日から施行し、昭和６０年度工事請負契約締結に係るも

のから適用する。 

   附 則 



  

 この基準は、昭和６２年７月１日から施行し、昭和６２年度表彰から適用する。 

   附 則 

 この基準は、平成８年９月１７日から施行し、平成８年度表彰から適用する。 

附 則 

 この基準は、平成９年７月９日から施行し、平成９年度表彰から適用する。 

   附 則 

 この基準は、平成１１年８月１日から施行し、平成1０年度表彰から適用する。 

   附 則 

 この基準は、平成１２年４月１日から施行し、平成11年度表彰から適用する。 

   附 則 

 この基準は、平成１６年６月８日から施行し、平成1６年度表彰から適用する。 

附 則 

１ この基準は、平成１８年１０月１３日から施行し、平成1７年度表彰から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成１８年２月２８日以前に竣工した工事にあっては、従来の評定書に基づく評定点に０．９

５を乗じた数値を第４条及び第 5 条の工事成績とする。 

   附 則 

この基準は、平成１９年４月１日から適用する。 

 附 則 

この基準は、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

この基準は、平成２０年１０月２９日から施行し、平成２０年度施工表彰から適用する。 

   附 則 

この基準は、平成２１年１月２６日から施行し、平成２０年度施工表彰から適用する。 

附 則 

この基準は、平成２１年６月１日から施行し、平成２０年度施工表彰から適用する。 

  附 則 

この基準は、平成２６年５月１２日から施行し、平成２５年度以後に完成した工事に係る

表彰について適用する。 

  附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行し、平成２７年度以後に完成した工事に係る表

彰について適用する。 

附 則 

この基準は、平成２８年６月１日から施行する。 

 附 則 

この基準は、平成２９年８月４日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３０年３月３０日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和元年 ８月 １日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和６年 ４月 １日から施行する。 


